




１．放射性物質の観点

 多数の工程・機器に広く分散して存在し，種類（核燃料物質，核分裂生成物等），形態（密封，非
密封）も様々であるため，多種多様な重大事故等が様々な場所で単独または複数同時に発生する可能
性がある。

 常温，常圧，未臨界で取り扱う（通常状態では大きなエネルギーは発生しない）ため，事象進展が比較
的緩やかで，現場での作業可能な状態や時間的余裕が確保できる。

２．有毒ガスの発生源（有毒化学物質）の観点
 多数の工程・機器に広く分散して多量に存在し，かつ複数の有毒化学物質が隣接して貯蔵されている。
 制御室，緊急時対策所及びアクセスルートの近傍に有毒化学物質を保有する建屋が多数存在する。

３ ．再処理施設における重大事故等対策の特性
（上記１．及び２．の特性を踏まえ，以下の対応を行う重大事故等対処要員を有毒ガスから防護する必
要がある）
 中央制御室における重大事故等対策の進展状態の一括監視及び緊急時対策所における関係機関との

情報共有を行うため，中央制御室及び緊急時対策所を拠点とした体制を構築している。
 重大事故等に対し柔軟に対処するための可搬型設備を主とした重大事故等対策を講じるため，屋内外の

現場での操作，監視を行う手順を定めている。

（参考）再処理施設の特性
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（参考）評価条件（機能を期待する設備及び運用）一覧 （設計基準）

固定施設・可動施設 有毒ガス防護対象者 評価条件（機能を期待する設備及び運用）※1

建屋外壁 換気設備 壁，扉，堰 その他
敷
地
内
の
固
定
施
設

再
処
理
施
設
内

安全上重要な構
築物内

制御室の運転員 ○ ○ × ○※2

緊急時対策所の指示要員 ○ ○ × ○※2

現場作業員※3 有毒ガス濃度評価を行わない（取り扱う化学物質の量や性質から
作業時に有毒ガス防護対策が必要と考えられる化学物質を対象発
生源として特定する）。（＊A）

上記以外 制御室の運転員 △ × × ○※2

緊急時対策所の指示要員 △ × × ○※2

現場作業員※3 （＊A）に同じ
再処理施設外 制御室の運転員 △ × × ○※2

緊急時対策所の指示要員 △ × × ○※2

現場作業員※3 当該施設からの有毒ガス終息後に現場作業を行うことから，有毒ガ
スの影響の考慮を要しない（＊B)

敷地内の可動施設 制御室の運転員 ― ― ― ―
緊急時対策所の指示要員 ― ― ― ―
現場作業員※3 （＊A）に同じ

敷地外の固定施設 制御室の運転員 ― ― ― ―
緊急時対策所の指示要員 ― ― ― ―
現場作業員※3 （＊B）に同じ

その他の施設等（予期せ
ず発生する有毒ガス）

制御室の運転員 ― ― ― ―
緊急時対策所の指示要員※4 ― ― ― ―
現場作業員※3 （＊B）に同じ

※1:○:機能を期待する，△:機能は期待しないが設備そのものが完全に喪失することは想定しない，×:機能を期待しない，
―:評価条件とならない

※2:飛散防止カバーの設置，腐食性のある設備への塗装，吸着剤の設置その他有毒ガスの発生を低減するための運用。
※3:異常事象発生時に建屋内外で点検や終息活動等の必要な現場対応を行う。
※4:重大事故等の発生初期における指揮，通報連絡，要員招集等の役割を担う者に限る。
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６．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（事業変更許可申請書への反映）
 事業変更許可申請書への主な反映内容（第9条及び第12条）

29

関係
条文

既許可に反映している
有毒ガス防護の内容

有毒ガス防護として担保すべき事項
（波線は既許可との差分を示す）

事業変更許可申請書への反映内容
（設計方針の追加，変更又は記載の明確化）

事業変更許可申請書の記載案の一部抜粋
（赤字下線は変更案）

第
９
条

【有毒ガスの発生源:添付書類六1.7.9.5抜粋】
(1)有毒ガス
有毒ガスの漏えいについては，固定施設（六ヶ所ウ
ラン濃縮工場）と可動施設（陸上輸送，海上輸
送）からの流出が考えられる。
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい
再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用され
る化学物質としては，試薬建屋の機器に内包され
る化学薬品，各建屋の機器に内包される化学薬
品並びに試薬建屋への受入れの際に運搬される化
学物質がある。

再処理施設外に存在する有毒ガスの
発生源を網羅的に抽出した上で，
予想される最も過酷と考えられる条
件を考慮し，有毒ガスの発生源を選
定すること。

再処理事業所内及びその周辺に存在する固定施設及び可
動施設を踏まえた上で，その設計や再処理施設との位置関
係，有毒ガスの特性から，予想される最も過酷と考えられる
条件を考慮した有毒ガスの発生源を記載している。このため，
設計方針に変更はないが，網羅的に抽出した上で選定した
ことが明確ではないことから，記載を明確化する。

【記載の明確化:添付書類六1.7.9.5へ追記】
(1)有毒ガス
敷地及び敷地周辺の有毒ガスの発生源を網羅的に調査した結果から，有毒ガスの
漏えいについては，固定施設（六ヶ所ウラン濃縮工場）と可動施設（陸上輸送，
海上輸送）からの流出が考えられる。
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい
再処理事業所内で取り扱う化学物質を網羅的に調査した結果から，再処理事業
所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質としては，試薬建屋の機器に内
包される化学薬品，各建屋の機器に内包される化学薬品，試薬建屋及び各建
屋への受入れの際に運搬される化学物質がある。

【有毒ガス防護措置:添付書類六1.7.9.5抜粋】
制御建屋中央制御室換気設備は，外気の連絡を
遮断し制御建屋の中央制御室内空気の再循環運
転を行うことができる設計とする。
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
については，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，
運転員への影響を防止することで再処理施設の安
全機能を損なわない設計とする。

想定される有毒ガスに対し，制御室
の換気設備により外気の連絡を遮断
し再循環運転できる設計とすること。

中央制御室, 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室に対し, 有毒ガス防護措置を明記しており，設計方
針に変更はないことから, 反映事項はない。

【反映事項なし】

第
12
条

【有毒ガスの発生源:添付書類六1.7.16.3.2抜
粋】
設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確
認等により再処理事業所内に存在する全ての化学
薬品及び化学薬品防護対象設備の構成部材を網
羅的に抽出し，その中から構成部材の腐食試験等
を踏まえ，短時間で安全機能を損なうおそれのある
化学薬品を設定する。

再処理施設内に存在する化学薬品
を網羅的に抽出した上で，再処理
施設の安全機能に影響を与える化
学薬品（有毒ガス防護対象者への
影響を考慮すべき有毒ガスを含む）
を選定すること。

化学薬品を網羅的に抽出することが読み取れる。このため，
設計方針に変更はないが，化学薬品の漏えいに伴い建屋
外へ放出される有毒ガスの影響の観点が明確ではないことか
ら，化学薬品の漏えいに伴い建屋外へ放出される有毒ガス
の影響は，第９条（その他外部衝撃）において整理するこ
とが分かるよう，記載を明確化する。

【記載の明確化:添付書類六1.7.16.2へ追記】
なお，人体への影響の観点から，化学薬品の漏えいに伴い発生する有毒ガスによ
る制御室の運転員に対する影響については，9条「外部からの衝撃による損傷の防
止（その他外部衝撃）」で整理する。

【有毒ガス防護措置:添付書類六1.7.16.2抜
粋】
化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係
る対応として，作業リスクに応じた保護具の装着や
漏えい発生時の作業員の対応を定め，必要な資
機材の配備，対応に係る教育訓練等を実施してい
る。

化学薬品の漏えい時に再処理施設
の安全性を確保するための対応（有
毒ガスの終息活動を含む）を行う現
場作業員に対し，化学薬品から防
護するための必要な手順の整備，資
機材の配備を行うこと。

化学薬品の漏えいに伴う有毒ガスの発生に対し，有毒ガス
防護措置を明記しており，設計方針に変更はないことから,
反映事項はない。

【反映事項なし】







６．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（事業変更許可申請書への反映）
 事業変更許可申請書への主な反映内容（第44条）
関係
条文

既許可に反映している
有毒ガス防護の内容

有毒ガス防護として担保すべき事項
（波線は既許可との差分を示す）

事業変更許可申請書への反映内容
（設計方針の追加，変更又は記載の明確化）

事業変更許可申請書の記載案の一部抜粋
（赤字下線は変更案）

第
44
条

【有毒ガスの検知手段（濃度計）:添付書類六
6.2.5.1抜粋】
制御室の居住性を確保するため，制御室遮蔽設
備並びに制御室換気設備の制御建屋中央制御
室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室換気設備を常設重大事故等対処設備として
位置付けるとともに，制御室換気設備の代替制御
建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，制御室照明設
備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計
測設備を可搬型重大事故等対処設備として配備
する。

必要な期間にわたり安全にとどまること
ができることを確認するための可搬型
酸素濃度計，可搬型二酸化炭素
濃度計，可搬型窒素酸化物濃度
計を配備すること。

有毒ガスを検知できる設備として，制御室環境測定設備
（可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可
搬型窒素酸化物濃度計）を配備することが明確であり，設
計方針に変更はないことから, 反映事項はない。

【反映事項なし】

【有毒ガス防護措置（換気設備）:添付書類六
6.2.5.1抜粋】
制御室の居住性を確保するため，制御室遮蔽設
備並びに制御室換気設備の制御建屋中央制御
室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室換気設備を常設重大事故等対処設備として
位置付けるとともに，制御室換気設備の代替制御
建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，制御室照明設
備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計
測設備を可搬型重大事故等対処設備として配備
する。

有毒ガスが発生した場合でも実施組
織要員がとどまるために必要な居住
性を確保するための設備として，換
気設備を設置すること。

有毒ガスが発生した場合でも実施組織要員がとどまるために
必要な居住性を確保するための設備として，換気設備を設
置することが明確であり，設計方針に変更はないことから, 反
映事項はない。

【反映事項なし】

【有毒ガス防護措置（防護具類）:添付書類六
6.2.5.1抜粋】
各重大事故が発生した場合において, 制御室にて
必要な操作及び措置を行う実施組織要員がとどま
るために必要な重大事故等対処施設を配備又は
位置付ける。

重大事故等時の有毒ガス防護に必
要な防護具類を備えること。

防護具類の配備を含む居住性を確保するための措置を講じ
ることが明確であり，設計方針に変更はないことから, 反映
事項はない。

【反映事項なし】

32



６．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（事業変更許可申請書への反映）
 事業変更許可申請書への主な反映内容（第46条）
関係
条文

既許可に反映している
有毒ガス防護の内容

有毒ガス防護として担保すべき事項
（波線は既許可との差分を示す）

事業変更許可申請書への反映内容
（設計方針の追加，変更又は記載の明確化）

事業変更許可申請書の記載案の一部抜粋
（赤字下線は変更案）

第
46
条

【有毒ガスの検知手段（濃度計）添付書類六
9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合
においても，当該重大事故等に対処するために
必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，
居住性を確保するための設備として適切な遮蔽
設備及び，換気設備を設ける等の措置を講じた
設計とする。
緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急
時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換
気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊
急時対策建屋放射線計測設備を設置又は配備
する。

必要な期間にわたり安全にとどまる
ことができることを確認するための可
搬型酸素濃度計，可搬型二酸化
炭素濃度計，可搬型窒素酸化物
濃度計を配備すること。

有毒ガスを検知できる設備として，緊急時対策建屋環境
測定設備（可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃
度計及び可搬型窒素酸化物濃度計）を配備することが
明確であり，設計方針に変更はないことから, 反映事項は
ない。

【反映事項なし】

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）添付
書類六9.16.2.1より抜粋】
重大事故等に対処するために必要な情報を把握
できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡を
する必要のある場所と通信連絡を行うために必要
な設備を設置又は配備する。

再処理施設にお ける異常事 象
（有毒ガスを含む）発生時に，再
処理事業所内外の必要な場所と
の通信連絡を行うための通信連絡
設備を設置すること。

有毒ガスを検知できる設備として，通信連絡設備を設置
することが読み取れるため，設計方針に変更はないことから
, 反映事項はない。

【反映事項なし】

【有毒ガス防護措置（換気設備）添付書類六
9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合
においても，当該重大事故等に対処するために
必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，
居住性を確保するための設備として適切な遮蔽
設備及び，換気設備を設ける等の措置を講じた
設計とする。
緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急
時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換
気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊
急時対策建屋放射線計測設備を設置又は配備
する。

有毒ガスが発生した場合でも本部
員・支援組織要員がとどまるために
必要な居住性を確保するための設
備として，換気設備を設置すること。

有毒ガスが発生した場合でも本部員・支援組織要員がとど
まるために必要な居住性を確保するための設備として，換
気設備を設置することが明確であり，設計方針に変更は
ないが，第26条のとおり換気設備を設計基準対象の施
設とするため，換気設備を設計基準対象の施設と兼用す
ることを記載する。

【第26条の変更の反映:添付書類六9.16.2.3第9.16－２表(1)へ追記】
２．緊急時対策建屋換気設備
［常設重大事故等対処設備］
ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基準対
象の施設と兼用）

【有毒ガス防護措置（防護具類）添付書類六
9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合
においても，当該重大事故等に対処するために
必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，
居住性を確保するための設備として適切な遮蔽
設備及び，換気設備を設ける等の措置を講じた
設計とする。

重大事故等時の有毒ガス防護に
必要な防護具類を備えること。

防護具類の配備を含む居住性を確保するための措置を講
じることが明確であり，設計方針に変更はないことから, 反
映事項はない。

【反映事項なし】
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６．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（事業変更許可申請書への反映）
 事業変更許可申請書への主な反映内容（技術的能力1.0）
関係
条文

既許可に反映している
有毒ガス防護の内容

有毒ガス防護として担保すべき事項
（波線は既許可との差分を示す）

事業変更許可申請書への反映内容
（設計方針の追加，変更又は記載の明確化）

事業変更許可申請書の記載案の一部抜粋
（赤字下線は変更案）

技
術
的
能
力
1.0

【 有 毒 ガ ス 防 護 対 象 者 : 本 文 八 、 ハ
.(2)(ⅰ)(d)抜粋】
重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるよ
うに，手順書を整備し，教育及び訓練を実施す
るとともに，必要な体制を整備する。

制御室，緊急時対策所，屋外及
び屋内で重大事故等対処を行う
非常時対策組織要員（実施組織
要員，本部員・支援組織要員）
を有毒ガス防護対象者とすること。

「手順書の整備」及び「必要な体制の整備」との記載にお
いて, 重大事故等対処時に非常時対策組織要員を有毒
ガスから防護することを考慮しているが，担保すべき事項を
明確に示すため，設計変更を行う。具体的には，有毒ガ
スの発生時に，事故対策に必要な指示・操作を行うことが
できるよう，非常時対策組織要員の吸気中の有毒ガス濃
度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための
体制及び手順書を整備することを記載する。

【担保すべき事項の記載:本文八、ハ.(2)(ⅰ)(d)へ追加】
7）有毒ガスの発生時に，事故対策に必要な指示・操作を行うことができるよう，
非常時対策組織要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基
準値以下とするための体制及び手順書を整備する。屋外及び屋内で重大事故等
対処を行う非常時対策組織要員に対しては，作業環境に応じた防護具類を着
装することにより，また，制御室及び緊急時対策所の非常時対策組織要員に対
しては，換気設備の隔離等により，非常時対策組織要員が事故対策に必要な
指示・操作を行うことができるようにする。

【有毒ガスの検知手段（濃度計）:添付書類
八5.1.1(2)a.抜粋】
重大事故等が発生した場合，事故収束に迅速
に対応するため，屋外の可搬型重大事故等対
処設備を保管場所から設置場所まで運搬するた
めのアクセスルートの状況確認，取水箇所の状
況確認及びホース敷設ルートの状況確認を行い，
あわせて屋外設備の被害状況の把握を行う。

【有毒ガスの検知手段（濃度計）:添付書類
八5.1.1(2)b.抜粋】
重大事故等が発生した場合，屋内の可搬型重
大事故等対処設備を操作場所に移動するための
アクセスルートの状況確認を行う。あわせて，その
他屋内設備の被害状況の把握を行う。

有毒ガス濃度計を使用して，作業
環境及びアクセスルートの状況を確
認すること。

実施組織要員がアクセスルートの状況確認のため有毒ガス
濃度計を使用することが読み取れること，有毒ガス濃度計
は資機材であり申請書の本文で担保すべき事項ではない
ことから，反映事項はない。

【反映事項なし】

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）:本
文八、ハ.(2)(ⅰ)(a) (ロ)1)抜粋】
屋外のアクセスルートの移動時及び作業時におい
ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）:本
文八、ハ.(2)(ⅰ)(a) (ロ)2)抜粋】
屋内のアクセスルートの移動時及び作業時におい
ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。

有毒ガスの発生を認知するため，
中央制御室等との連絡手段（通
信連絡設備）を確保すること。

既存の連絡手段（通信連絡設備）により，有毒ガスの
発生を認知できるが，担保すべき事項を明確に示すため，
設計変更を行う。具体的には，有毒ガスの発生による異
常を検知した場合に，通信連絡設備により，有毒ガスの
発生を非常時対策組織要員に周知する手順書を整備す
ることを記載する。

【担保すべき事項の記載:本文八、ハ.(2)(ⅰ)(d)(イ)7)へ追加】
有毒ガスの発生による異常を検知した場合，統括当直⾧に連絡し，統括当直
⾧は通信連絡設備により，有毒ガスの発生を非常時対策組織要員に周知する
手順書を整備する。

【有毒ガス防護措置（防護具類）:本文八、ハ
.(2)(ⅰ)(a) (ロ)1)抜粋】
地震による化学物質の漏えいに対しては，必要
に応じて薬品防護具の配備を行うとともに，移動
時及び作業時の状況に応じて着用する。

【有毒ガス防護措置（防護具類）:本文八、ハ
.(2)(ⅰ)(a) (ロ)2)抜粋】
機器からの溢水や化学物質の漏えいが発生した
場合については，薬品防護具等の適切な防護
具を着用することにより，屋内のアクセスルートを
通行する。

屋外及び屋内で重大事故等対処
を行う実施組織要員に対し，複数
のアクセスルートを確保した上で，
作業環境に応じた防護具類の着
装により，有毒ガスから防護するた
めの手順及び体制を定めること。

既存の手順により，実施組織要員に対する有毒ガス防護
が可能であるが，担保すべき事項を明確に示すため，設
計変更を行う。具体的には，有毒ガスの発生時に，事故
対策に必要な指示・操作を行うことができるよう，非常時
対策組織要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護
のための判断基準値以下とするための体制及び手順書を
整備することを記載する。

【担保すべき事項の記載:本文八、ハ.(2)(ⅰ)(d)(イ)7)へ追加】
7) 有毒ガスの発生時に，事故対策に必要な指示・操作を行うことができるよう，
非常時対策組織要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基
準値以下とするための体制及び手順書を整備する。屋外及び屋内で重大事故等
対処を行う非常時対策組織要員に対しては，作業環境に応じた防護具類を着
装することにより，また，制御室及び緊急時対策所の非常時対策組織要員に対
しては，換気設備の隔離等により，非常時対策組織要員が事故対策に必要な
指示・操作を行うことができるようにする。
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６．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（事業変更許可申請書への反映）
 事業変更許可申請書への主な反映内容（技術的能力1.13）
関係
条文

既許可に反映している
有毒ガス防護の内容

有毒ガス防護として担保すべき事項
（波線は既許可との差分を示す）

事業変更許可申請書への反映内容
（設計方針の追加，変更又は記載の明確化）

事業変更許可申請書の記載案の一部抜粋
（赤字下線は変更案）

技
術
的
能
力
1.13

【有毒ガスの検知手段（手順）添付書類八添
付１12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)抜粋】
(ⅱ)緊急時対策建屋換気設備の再循環モード
切替手順
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物
質の放出を確認した場合，窒素酸化物の発生
により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすと
判断した場合又は火山の影響による降灰により
緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼ
すおそれがある場合に，緊急時対策建屋換気設
備を再循環モードへ切り替える手順を整備する。
１）手順着手の判断基準
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物
質の放出を確認した場合又は重大事故等に係る
対処状況を踏まえ，放射性物質が放出するおそ
れがあると判断した場合，窒素酸化物の発生に
より緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそ
れがあると判断した場合又は火山の影響による降
灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影
響を及ぼすおそれがあると判断した場合。

可搬型窒素酸化物濃度計又は通
信連絡設備を用いた有毒ガスの検
知手段に係る手順を定めること。

既存の手順により，可搬型窒素酸化物濃度計又は通信
連絡設備を用いた有毒ガスの発生を含む再処理施設の
状況の把握が可能である。このため設計方針に変更はな
いが，通信連絡設備による有毒ガスの検知に関しては，
具体的な記載がないことから，通信連絡設備による窒素
酸化物の発生の連絡を含め，窒素酸化物の発生により
緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそれがあると判
断した場合に，必要な有毒ガス防護措置をとることを明確
化する。

【記載の明確化:添付書類八添付１12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)へ追加】
(ⅱ)緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手順
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認した場合，窒素
酸化物の発生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすと判断した場合又は
火山の影響による降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼすお
それがある場合に，緊急時対策建屋換気設備を再循環モードへ切り替える手順
を整備する。
１）手順着手の判断基準
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認した場合又は重
大事故等に係る対処状況を踏まえ，放射性物質が放出するおそれがあると判断
した場合，窒素酸化物の発生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそ
れがあると判断した場合（有毒ガスの発生を認知した者からの連絡を受けた場合
を含む）又は火山の影響による降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影
響を及ぼすおそれがあると判断した場合。

【有毒ガス防護措置（手順）:添付書類八第
５－１表抜粋】
重大事故等の対処においては，通常の安全対
策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防
護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況
に応じて着用することとする。

【有毒ガス防護措置（手順）:添付書類八添
付１12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)抜粋】
２）操作手順
再循環モードへの切替手順の概要は以下のとおり。
再循環モードへの切替手順のタイムチャートを第
12－10図に示す。
①非常時対策組織の本部⾧は，手順着手の判
断基準に基づき，非常時対策組織の要員に，
緊急時対策建屋換気設備を再循環モードへの
切り替えを指示する。

緊急時対策所の換気設備又は防
護具類を用いた有毒ガス防護措置
に係る手順を定めること。

既存の手順により，有毒ガスの発生を検知した場合には
換気設備の隔離により緊急時対策所の本部員・支援組
織要員を防護することが読み取れるため，設計方針に変
更はないことから, 反映事項はない。
また，既存の手順により，有毒ガス防護のため，必要に
応じ防護具類を用いることが読み取れる。このため，設計
方針に変更はないが，緊急時対策所にとどまる本部員・
支援組織要員に対しても防護具類を用いることが明確で
はないことから，記載を明確化する。

【記載の明確化:添付書類八添付１12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)へ追加】
２）操作手順
再循環モードへの切替手順の概要は以下のとおり。
再循環モードへの切替手順のタイムチャートを第12－10図に示す。
①非常時対策組織の本部⾧は，手順着手の判断基準に基づき，非常時対策
組織の要員に，緊急時対策建屋換気設備を再循環モードへの切り替えを指示す
る。また，窒素酸化物の発生により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそ
れがある場合には，必要に応じ，防護具の着装を指示する。
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再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 適合のための設計方針

（緊急時対策所）
第二十六条 （略）
２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には，有毒ガスが発生し
た場合に適切な措置をとるため，工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置
及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報す
るための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。

第２項について
緊急時対策所は，有毒ガスが異常等に対処するために必要な指示を行うた
めの要員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著しく低下しないよう，
当該要員が緊急時対策所内にとどまり，事故対策に必要な指示を行うことが
できる設計とする。
想定される有毒ガスの発生において，有毒ガスが当該要員に及ぼす影響によ
り，当該要員の対処能力が著しく低下し，安全機能を有する施設の安全機
能が損なわれることがない設計とする。そのために，有毒ガス防護に係る影響
評価を実施する。敷地内の固定施設に対しては，当該要員の吸気中の有
毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることによ
り，当該要員を防護できる設計とする。敷地外の固定施設及び敷地内の可
動施設に対しては，換気設備の隔離その他の適切に防護するための措置に
必要な設備を設ける設計とする。

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈

第26条 （緊急時対策所）
１ 第２項に規定する「有毒ガスの発生源」とは，有毒ガスの発生時において，指示要

員の対処能力が損なわれる恐れがあるものをいう。「有毒ガスが発生した場合」とは，緊
急時対策所の指示要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護のための判断基準
値を超えるおそれがあり，有毒ガスが緊急時対策所の指示要員に及ぼす影響により，
指示要員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある
ことをいう。「工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が
有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装
置」については「有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求事項（別記
４）」によること。

 事業指定基準規則第二十六条及び同規則解釈第26条に対する適合のための設計方針

６．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（適合のための設計方針）
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使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の
防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準 適合のための設計方針

Ⅲ 要求事項の解釈
１．重大事故等対策における要求事項の解釈
１．０ 共通事項
（１）～（３） （略）
（４）手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備
【要求事項】 （略）
【解釈】
１ 手順書の整備は，以下によること。
ａ）～ｆ） （略）

ｇ）有毒ガス発生時の制御室の運転員，緊急時対策所において重大事故等に対
処するために必要な要員及び重大事故等対処上特に重要な操作（常設設備と
接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（再処理施設の外から
水又は電力を供給するものに限る。）の接続をいう。）を行う要員（以下「運転・
対処要員」という。）の防護に関し，次の①から③に掲げる措置を講じることが定め
られていること。

① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値
以下とするための手順と体制を整備すること。

② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため，制御室の運転員及び緊急時対策所
における重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行
う者に対する防護具の配備，着用等運用面の対策を行うこと。

③ 事業指定基準規則第47条等に規定する通信連絡設備により，有毒ガスの発
生を制御室の運転員から，当該運転員以外の運転・対処要員に知らせること。

有毒ガスの発生時に，事故対策に必要な指示・操作を行うことができるよう，非
常時対策組織要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準
値以下とするための体制及び手順書を整備する。屋外及び屋内で重大事故等
対処を行う非常時対策組織要員に対しては，作業環境に応じた防護具類を着
装することにより，また，制御室及び緊急時対策所の非常時対策組織要員に
対しては，換気設備の隔離等により，非常時対策組織要員が事故対策に必要
な指示・操作を行うことができるようにする。

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び重大事故等に対処するために
必要な指示を行う要員のうち初動対応を行う要員に対して配備した防護具を着
用することにより，事故対策に必要な指示・操作を行うことができるよう体制及び
手順書を整備する。
有毒ガスの発生による異常を検知した場合，統括当直⾧に連絡し，統括当直
⾧は通信連絡設備により，有毒ガスの発生を非常時対策組織要員に周知する
手順書を整備する。

 技術的能力審査基準の追加要求事項に対する適合のための設計方針

６．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（適合のための設計方針）
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再処理の安全設計の基本方針に基づく有毒ガス防護の設計方針①

設計方針（幹） 設計方針の考え方（枝） 設計方針に基づく検討結果（葉）
（詳細は「（参考）評価条件，対象発生源及び防護対策一覧」参照）

①有毒ガス防護における設計対象の選定
再処理施設の安全性を確保するために必要な
設備及び再処理施設の安全性を確保するた
めの対応を行う要員を設計対象として設定

有毒ガス防護に係る影響評価が必要な以下の設備及び要員を設計
対象に設定
・ 安全機能を有する施設のうち安全評価上その安全機能を期

待する設備及び重大事故等の発生防止・拡大防止・影響緩
和のための設備

・ 有毒ガス発生時においても再処理施設の安全確保のために
必要な対応（安全機能を有する施設の監視及び操作，対
策の指示や社外の必要な箇所との通報連絡等，異常事象
発生時の現場対応，重大事故等対処）を行う要員

ただし，有毒ガスによる設備への悪影響は既許可で考慮しており，そ
の設計方針を既許可から変更する必要はないことから，設計対象か
ら除外

設計対象（有毒ガス防護対象者）は以下のとおり
・ 設計基準:制御室※1の運転員，緊急時対策所の指示要員，現

場作業員※2

・ 重大事故:制御室の実施組織要員，緊急時対策所の本部員・支
援組織要員，屋外の実施組織要員，屋内の実施組織要員

※1:中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
※2:地震発生後の現場点検，火災発生時の消火活動，化学薬品漏え
い時の回収作業，有毒ガス発生時の終息活動，安全機能を有する施設の
修理を行う運転員等

②有毒ガスの発生源の網羅的な抽出
再処理事業所内及びその周辺において，有
毒ガスの発生メカニズムに基づき，再処理施設
へ影響を与え得る有毒ガスの発生源を網羅的
に抽出

再処理事業所内及びその周辺で発生し得る有毒ガスの発生源を以
下のとおり抽出
・ 有毒ガスを含む大気汚染物質の発生メカニズムを, 文献調査

等により幅広に整理
・ 大気汚染物質の発生メカニズムの整理結果をもとに，再処

理事業所内及びその周辺において，有毒ガスを含む大気汚
染物質の発生メカニズムに関与する物質を網羅的に調査

発生メカニズムのうち，火山，火災，生命活動，火災・爆発の調
査は既許可で実施済み。化学物質及び構成部材も既許可で一通り
調査を行っているが，有毒ガス防護対象者の防護の観点から網羅
的に調査方法及び調査結果を示してはいないことから，改めて以下
のとおり調査を実施
・敷地内の固定施設及び可動施設:全ての化学物質を調査
・敷地外の固定施設:地域防災計画等により中央制御室から半径
10km以内にある化学物質を調査
・敷地外の可動施設:予期せず発生する有毒ガスとして整理するた
め調査対象外
・構成部材:設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確認
等により調査

大気汚染物質の発生メカニズムのうち，人に悪影響を及ぼすものは以下のと
おり
・ 自然現象:火山，火災，生命活動
・ 人為事象:生産活動（直接放出，揮発，昇華，分解，混触，

接触，燃焼），火災・爆発
各発生メカニズムに関与する物質は以下のとおり
・ 火山:降下火砕物及び降下火砕物に付着している亜硫酸ガス等の

火山ガス
・ 火災:森林火災の二次的影響であるばい煙及び有毒ガス
・ 生命活動:生物及び生物の死骸からの毒性ガス（腐敗ガス）
・ 生産活動:敷地内外の固定施設及び可動施設に保管されている化

学物質及び構成部材
・ 火災・爆発:内部火災，外部火災の二次的影響であるばい煙及び

有毒ガス
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再処理の安全設計の基本方針に基づく有毒ガス防護の設計方針②

設計方針（幹） 設計方針の考え方（枝） 設計方針に基づく検討結果（葉）
（詳細は「（参考）評価条件，対象発生源及び防護対策一覧」参照）

③想定する
有毒ガス及
び有毒ガス
影響評価に
基づく防護
対策の策定

③－１有毒ガスの発生要因及
び想定する有毒ガスの抽出
再処理施設において考慮すべき
異常事象が，有毒ガスの発生
要因となるかを検討し，発生が
想定される有毒ガスを抽出

②で整理した有毒ガスの発生メカニズム及び当該発生メカニズムに関
与する物質を，「異常事象（設計基準）」，「重大事故及びその起
因事象」と紐付けることにより，設計基準，重大事故のそれぞれで考
慮すべき有毒ガスを抽出
なお，火山，火災及び火災・爆発に係る有毒ガスの影響は，外部
事象及び内部事象として既許可で示している設計方針を変更する必
要はないことから，有毒ガス影響評価の対象から除外

・ 設計基準については，化学物質及び構成部材からの有毒ガスを抽
出

・ 重大事故については，発生メカニズムが「地震」と「火山の影響」の２
つに包絡されること，「火山の影響」は重大事故等対処時の時間余
裕が大きいことから，有毒ガス影響評価で想定するシナリオとして「地
震」を選択し，化学物質及び構成部材からの有毒ガスを抽出

③－２有毒ガス影響評価に基
づく防護対策の策定
設計対象が有毒ガスの影響を受
けてその機能及び対処能力を損
なわない設計として，対象発生
源からの有毒ガスの発生又は拡
大を防止する，あるいは，有毒
ガスが発生した場合に有毒ガスを
検知し防護措置を講じるといった
有毒ガス防護対策を策定

スクリーニング評価により，有毒ガス防護対策を以下のとおり策定
・ ③－１で整理した有毒ガスを対象に，貯蔵する化学物質の

性状，貯蔵量，貯蔵方法等や，有毒ガスの発生要因の特
徴及び規模を踏まえ，有毒ガスの放出量や，有毒ガスの発
生源から有毒ガス防護対象者の作業場所までの有毒ガスの
伝播経路等の評価条件を設定

・ 有毒ガス濃度評価により，有毒ガス防護対象者の吸気中の
有毒ガス濃度が有毒ガス防護判断基準値を上回る有毒ガス
の発生源を，対象発生源として特定

・ スクリーニング評価により特定した対象発生源に対し，有毒ガ
ス防護対象者を防護するための有毒ガス防護対策を策定

（設計基準）
制御室の運転員及び緊急時対策所の指示要員に対し，敷地内の可動施
設（硝酸，液体二酸化窒素）を対象発生源として特定。有毒ガス防護対
策として通信連絡設備，換気設備の隔離，防護具類の配備を実施
（重大事故）
制御室及び緊急時対策所の重大事故等対処要員に対しては設計基準と
同じ。
屋外の重大事故等対処要員に対しては敷地内の固定施設（硝酸，窒素
酸化物）及び敷地内の可動施設（硝酸，液体二酸化窒素）を対象発
生源として特定。有毒ガス防護対策として複数のアクセスルートの確保，防
護具類の配備等を実施
屋内の重大事故等対処要員に対してはアクセスルート上の化学薬品に対し，
有毒ガス防護対策として複数のアクセスルートの確保，防護具類の配備等
を実施

③－３有毒ガス防護対策の成
立性確認
有毒ガス防護対策が，有毒ガス
及び有毒ガスの発生と同時に起
こり得る他のハザードを考慮して
も機能すること，有毒ガス防護
対策を行った場合でも再処理施
設の安全性を確保するための対
応が成立することを確認

有毒ガス影響評価により，有毒ガス防護対策の成立性を以下のとお
り確認
・ 有毒ガス防護対策を考慮した有毒ガス濃度評価を行い，有

毒ガス防護対象者の吸気中の有毒ガス濃度が有毒ガス防護
判断基準値を下回ることを確認

・ 有毒ガス防護対策に使用する設備及び資機材が，十分な
数量が確保されていること及び有毒ガスの発生要因となる異
常事象によって機能喪失しないことを確認

・ 有毒ガス防護対策を講じる場合でも，時間及び要員の数量
の観点から重大事故等対処が成立することを確認

・ 換気設備の隔離及び防護具類の着装により，有毒ガス防護対象者
の吸気中の有毒ガス濃度が有毒ガス防護判断基準値を下回ることを
確認

・ 有毒ガス防護対象者に対し十分な数量の通信連絡設備，防護具
類を確保しており，異常事象によっても機能を維持できる設計である
ことを確認

・ 重大事故等対処時のタイムチャートにおいて，地震によって起こり得
る火災，溢水，化学薬品の漏えい，有毒ガスといった環境条件を
加味しても，時間的余裕及び要員数の観点で重大事故等対策が
成立することを確認
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